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2.  都市再生整備計画 

2-1.  

 

都市再生整備計画（法第 46 条）H23－ 

Ⅰ.都市再生整備計画とは 

◉ 都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域を対象に、市町村

が「当該公共公益施設の整備等に関する計画」（「都市再生整備計画」）を作成することができ

ます。 

◉ 計画内容：まちづくりの目標、目標を達成するために必要な事業・計画期間 等 

◉ 再生整備計画により、市町村の取り組みを支援（交付金等）するとともに、計画への位置付け

をきっかけとした、民間の取り組みを促進します。 

 

 

参考：都市再生整備計画に官民連携まちづくりの取組を記載するための様式について 

◉ 都市再生整備計画に官民連携まちづくりの取組を記載する場合、下記 URL からファイ

ルをダウンロードしてご活用ください。 

http://www.mlit.go.jp/toshi/common/001221411.xlsx （平成 31 年 4 月現在） 

 

※３ページで紹介している国土交通省ホームページ「官民連携関連施策」にも本ファイル

へのリンク（「都市再生整備計画記載例」）がありますので、併せてご確認ください。 

 

http://www.mlit.go.jp/toshi/common/001221411.xlsx
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Ⅱ.都市再生整備計画に記載する内容 

 

Ⅲ.都市再生推進法人による都市再生整備計画の提案 

◉ 都市再生整備計画を策定するのは市町村ですが、都市再生推進法人は市町村に対して、自らの

業務を行うために必要な計画の作成または変更を提案することができます。その際には、計画

の素案を提出する必要があります。 

◉ 市町村は、提案が行われたときは遅滞無く、提案を踏まえて計画を作成又は変更する必要があ

るかどうかを判断し、必要があると認められるときはその案を作成しなければなりません。 

◉ 市町村は、都市再生整備計画が策定されていない場合には、新たに策定することになります。

（この場合には、官民連携まちづくりの取組のみを計画事項とする計画を作成することも可能

です。）また、既存の都市再生整備計画がある場合には、その計画を変更（官民連携まちづく

りの取組に関する計画事項を追加）することになります。 

 

 

 

制度別詳細１～６は、活用しようと
している制度に関するもののみ作成

【都市再生整備計画の記載内容】

１．都市再生整備計画の目標及び
計画期間

２．都市再生整備計画の整備方針
等

４．協定制度等の取り組み

３．交付対象事業等一覧表

５．都市再生整備計画の区域

６．整備方針概要図

制度別詳細１
（道路占用に関する事項）

制度別詳細４
（歩行者経路協定に関する事項）

制度別詳細６

（低未利用土地利用促進協定に関
する事項）

制度別詳細２
（河川敷地占用に関する事項）

 色無し：従来からあるもの
 色付き：H28年度改定で新たに追加され

たもの

既存の計画に、官民
連携まちづくりの取
組を追加する場合

△

【凡例】 ○：新たに作成する必要あり △：必要に応じて内容を修正 －：新たに作成する必要なし

新たに計画を作成する場合

官民連携まちづくり
の取組のみで作成

官民連携まちづくりの取組と
交付対象事業の両方を位置

付けて作成

△

○

○

○

○

○

△

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

＿

○

○

○

○

○

○

道路占用許可の
特例や都市利便
増進協定等を活
用する場合に記
載する。

４で記載した協
定制度等につい
て、活用する取
り組みを具体的
に記載する。

＿

△

制度別詳細３
（都市公園占用に関する事項） ○ ○○

制度別詳細５
（都市利便増進協定に関する事項）

○ ○○
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Ⅳ.都市再生整備計画の作成プロセス 

 

※都市再生整備計画の作成にあたっては、国土交通省都市局まちづくり推進課もしくは管轄の

地方整備局へ、お気軽にご相談ください。（相談窓口は巻末参照） 

 

 

 

 

通常の場合 都市再生推進法人の提案に基づく場合

② 都市再生推進法人による都市再生整備計画の提案

 都市再生推進法人は、その業務を行うために必要な都市再生整備計画の
作成又は変更を、市町村に提案することができます。(法第46条の２)

 提案に際しては、以下の２種類の書類を提出する必要があります。(法第
46条の２第1項、規則第14条)

（１）名称及び主たる事務所の所在地を記載した提案書

（２）都市再生整備計画の素案

 提案の内容は、「都市再生基本方針」（都市再生緊急整備地域の指定区
域と重なる場合は、その「地域整備方針」も含む）に基づくものでなけ
ればなりません。 (法第46条の２第２項)

③ 都市再生整備計画の作成・変更の判断

 市町村は、提案内容を踏まえ、都市再生整備計画を作成又は変更する必
要があるかどうかを、遅滞なく判断する必要があります。 (法第46条の３)

②④ 都市再生整備計画の作成・変更

 市町村は、対象となるエリアに、都市再生整備計画が既に存在する場合
はそれを変更し、存在しない場合は新たに作成します。(法第46条の３)

 市町村都市再生協議会が組織されている場合は、あらかじめ当該
協議会の意見を聴く必要があります。 (法第117条第1項)

 「道路占用許可の特例」に関する事項を記載しようとするときは、
あらかじめ、道路管理者及び都道府県公安委員会に協議し、その
同意を得る必要があります。(法第46条 第11項)

 「都市公園占用許可の特例」に関する事項を記載しようとすると
きは、あらかじめ、当該都市公園の公園管理者に協議し、その同
意を得る必要があります。(法第46条 第13項)

④ 判断結果の通知

 市町村は、遅滞なく、必要なしと判断した旨及びその理由を、提案を
行った都市再生推進法人に通知する必要があります。(法第46条の４)

必要があると判断した場合 必要なしと
判断した場合

③⑤ 都市再生整備計画の公表

 市町村は、都市再生整備計画を作成したときは、遅滞なくこれを公表す
るとともに、都道府県に計画の写しを送付する必要があります。(法第46
条第18項)

① 市町村まちづくり部局への事前相談

 都市再生整備計画を提案しようとする都市再生推進法人は、提案内容に
ついて、事前に市町村に相談・調整しておくことが望ましいと考えられ
ます。

① 市町村の発意

 市町村が都市再生整備計画の作成・変更を発意します。

【都市再生整備計画の計画期間について】 

◉ 都市再生整備計画事業の交付期間は「３～５年」ですが、必ずしも計画期間と交付金の交付期間が同一で

ある必要はなく、計画期間は協定制度等を活用する期間を勘案し、地域の実情に応じて柔軟に定めること

が可能です。 

◉ まちづくりは一朝一夕で実現するものではなく、関係者がゴールを共有しつつ、じっくり進めていくこと

が肝心です。一方、まちづくりが進むにつれて、新たな事業や取組みが求められるようにもなります。そ

こで、長期的にまちづくりの目標を定めた上で、都市再生整備計画事業の取組内容は適宜見直し、更新し

ていく、といった運用も考えられます。 


